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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

当社が、静岡労働局に対しこれまでに行った雇用調整助成金の申請につき、令和6年1月31日、同局から支給申請の

一部が適切でなかった疑いがあるとして、当社による自主調査を求めるとともに、当社は同局が自ら行う調査に協力

してきました。本助成金の支給要件に対する当社の認識不足に起因し、静岡労働局の調査において一部申請に過誤が

あると判断され、令和6年9月25日、支給決定取消通知書を受領しました。その後、静岡労働局以外の労働局への申請

分についても、当社内で自主調査を実施し、同様の認識不足及び管理体制の不備に起因する不適切と思われる事例が

確認されました。これを受け、事実関係の把握のため、令和6年10月29日、独立社外取締役2名（弁護士・公認会計

士）及び弁護士1名で構成する特別調査委員会を設置し、事実関係の調査、類似する事案の存否及び事実関係の調査、

その調査の結果判明した事実が業績に与える影響の調査、本件事案の原因究明と再発防止策の策定、その他必要と認

めた調査が行われました。当社は令和6年12月20日に受領した調査報告書の内容を確認した結果、令和2年9月から令和

4年10月までに受給した雇用調整助成金の申請について、共通要領・雇用調整助成金支給要領上の不正受給に該当する

可能性のある申請や、不適切な申請内容が含まれていることが判明しました。この調査結果を受けて、令和2年9月か

ら令和4年10月までに受給した雇用調整助成金全額を返還することとしました。これに伴い、営業外収益として計上し

ていた助成金収入等の対象となる部分について、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表

及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表で対象となる部分について訂正、及びその他、必要と認められる修正を行い

ました。

これにより、令和5年2月10日に提出いたしました第18期第1四半期（自　令和4年10月1日 至 令和4年12月31日）

四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づ

き、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、アーク有限責任監査法人により四半期レビューを受けており、そ

の四半期レビュー報告書を添付しております。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況

２　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第４　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

四半期レビュー報告書

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。
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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第17期

第1四半期
連結累計期間

第18期
第1四半期

連結累計期間
第17期

会計期間
自 令和3年10月1日
至 令和3年12月31日

自 令和4年10月1日
至 令和4年12月31日

自 令和3年10月1日
至 令和4年9月30日

売上高 (千円) 2,360,031 2,364,849 9,362,736

経常利益 (千円) 234,429 244,216 737,846

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

(千円) 149,119 165,506 295,401

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 154,498 303,459 348,381

純資産額 (千円) 5,773,335 5,864,661 5,967,123

総資産額 (千円) 7,987,026 8,199,470 8,460,726

1株当たり四半期（当期）
純利益金額

(円) 37.47 41.59 74.23

潜在株式調整後1株当たり
四半期（当期）純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 72.3 71.5 70.5
 

(注) 1．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

2．潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

２ 【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の連結子会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、連結子会社の異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 
(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、ウクライナ情勢の長期化に伴う資源価格の上昇、欧米を中心とし

た金融引き締めの影響から物価上昇が継続し、経済成長率は鈍化傾向にあります。先行きについても、ウクライナ

情勢の収束が見通しにくいこと、金融引き締めの継続、中国経済の減速懸念の高まりなどから一層の景気減速の可

能性が高くなっています。

当第1四半期連結累計期間の我が国経済においてはウィズコロナの下で各種政策の効果もあり、設備投資などを中

心に一部に弱さがみられるものの緩やかに持ち直しています。先行きについても引き続き景気の持ち直しが期待さ

れますが、世界的な金融引き締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっていま

す。また物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響や中国における感染拡大の影響に十分注意する

必要があります。

当社グループが主力事業を展開する自動車業界及び自動車部品業界においては、半導体等の部品需給の逼迫によ

る生産調整の動きがみられるものの、脱炭素化に向けた世界的な流れは持続しており、次世代技術の開発に向けて

研究開発の歩みは益々加速していくものとみられます。当社が主力とする設計開発アウトソーシング事業は生産の

上流工程であるため、自動車メーカーの工場稼働停止や減産が、契約解除等の直接的な影響は少ないものとみてお

りますが、金融資本市場の変動や原材料価格の上昇、海外景気の減速がさらに深刻化した際などには業績に影響を

及ぼす可能性もあるため、引き続き、業界の動向を注視する必要があります。

以上のような事業環境のもと、当社は主力事業である設計開発アウトソーシング事業を始めとして、積極的な事

業推進に励んでまいりました。その結果、当第1四半期連結累計期間における当社グループの売上高は23億64百万円

（前年同期比0.2％増）、営業利益は2億44百万円（同4.2％増）となりました。経常利益は2億44百万円（同4.2％

増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1億65百万円（同11.0％増）となりました。

 
セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。

①設計開発アウトソーシング事業

当セグメントにおきましては、売上高は23億11百万円（前年同期比1.8％増）となり、セグメント利益（営業利

益）は4億44百万円（同0.9％減）、セグメント利益（営業利益）率19.2％となりました。戦略的な配置転換を実施

したことにより技術者一人あたりの売上高が向上し増収に寄与した一方、人件費を中心に経費が増加した為、前年

同期比で減益となりました。

②3Ｄプリント事業

当セグメントにおきましては、ＤｆＡＭ（3Ｄプリント向け設計）関連を含めた積極的な提案営業を行いました

が、主要顧客における受注遅れが発生した結果、売上高は、21百万円（前年同期比24.5％減）となり、セグメント

損失（営業損失）は6百万円（前年同期はセグメント損失（営業損失）3百万円）となりました。

③美容・健康商品製造販売事業

当セグメントにおきましては、OEM製品の受注減少の影響により、売上高は16百万円（前年同期比64.7％減）となり

ました。一方、全体的な経費の見直しを実施した結果、セグメント損失（営業損失）は6百万円（前年同期はセグメン

ト損失（営業損失）38百万円）となりました。

④不動産賃貸事業

当セグメントにおきましては、賃貸物件は引き続き高稼働した一方で、水道光熱費などの経費が増加したことによ

り、売上高は15百万円（前年同期比4.6%増）となり、セグメント利益（営業利益）は5百万円（同8.6%減）、セグメン

ト利益（営業利益）率35.7％となりました。
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当第1四半期連結会計期間末における総資産は81億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億61百万円の減少

となりました。これは、主に配当金の支払いにより現金及び預金が減少したことによるものです。

負債合計は23億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億58百万円の減少となりました。これは主に賞与引当

金の減少によるものです。純資産合計は58億64百万円となり、主に配当金の支払いによる利益剰余金の減少により

前連結会計年度末に比べ1億2百万円の減少となりました。

 

(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき課題について重要な変更はありませ

ん。　

 

(3) 研究開発活動

当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、28百万円であります。

当第1四半期連結累計期間の研究開発活動は次のとおりであります。

（設計開発アウトソーシング事業）

 当社は、新たな事業創造の一環として、デジタルソリューション技術の開発に取り組んでおります。

テクノロジーを利用して人の意欲向上と生産性向上を実現することを目指し、ARソリューション、

設計支援ソリューション、AIソリューション技術を融合し業務支援する分野で研究開発活動を行っております。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

（連結子会社の吸収合併）

当社は、令和4年9月14日開催の取締役会において、令和5年2月1日を効力発生日として、完全子会社である株式会

社アビストH＆Fを吸収合併することを決議し、令和4年10月12日付で合併契約を締結いたしました。

詳細につきましては、「第４　経理の状況　１四半期連結財務諸表　注記事項　（重要な後発事象）（連結子会

社の吸収合併について）」をご参照ください。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 8,000,000

計 8,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第1四半期会計期間
末現在発行数(株)
(令和4年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(令和5年2月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,980,000 3,980,000
東京証券取引所
（プライム市場）

完全議決権株式であり、株
主としての権利内容に何ら限
定のない当社における標準と
なる株式であります。
　また、単元株式数は100株
であります。

計 3,980,000 3,980,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

令和4年10月1日～
令和4年12月31日

― 3,980,000 ― 1,026,650 ― 1,016,650
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(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（令和4年9月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

   令和4年9月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 300

 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

38,695

完全議決権株式であり、株主としての権
利内容に何ら限定のない当社における標準
となる株式であります。
　また、単元株式数は100株であります。

3,869,500

単元未満株式
普通株式

― ―
110,200

発行済株式総数 3,980,000 ― ―

総株主の議決権 ― 38,695 ―
 

 （注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式77株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

令和4年9月30日現在　　 　

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）
株式会社アビスト

東京都三鷹市下連
雀三丁目36番1号

300 － 300 0.01

 計 － 300 － 300 0.01
 

　（注）上記の他、単元未満株式として自己株式を77株所有しております。

 
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(令和4年10月1日から令和4年12

月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(令和4年10月1日から令和4年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につい

て、アーク有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正

後の四半期連結財務諸表について、アーク有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(令和４年９月30日)
当第１四半期連結会計期間

(令和４年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,851,982 3,656,368

  売掛金 1,345,787 1,262,876

  仕掛品 36,903 50,101

  原材料及び貯蔵品 22,299 22,668

  その他 156,482 134,538

  流動資産合計 5,413,455 5,126,553

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,011,164 1,001,470

   土地 1,030,745 1,030,745

   その他（純額） 40,374 35,632

   有形固定資産合計 2,082,284 2,067,847

  無形固定資産 199,372 179,778

  投資その他の資産 765,613 825,291

  固定資産合計 3,047,271 3,072,917

 資産合計 8,460,726 8,199,470

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 50,000 50,000

  未払金 569,479 708,572

  未払法人税等 183,734 15,450

  賞与引当金 350,008 -

  その他の引当金 27,135 6,079

  その他 182,747 400,306

  流動負債合計 1,363,105 1,180,408

 固定負債   

  役員退職慰労引当金 297,287 307,390

  退職給付に係る負債 514,809 527,632

  長期未払金 266,786 268,060

  その他 51,615 51,318

  固定負債合計 1,130,497 1,154,400

 負債合計 2,493,602 2,334,809

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,026,650 1,026,650

  資本剰余金 1,016,650 1,016,650

  利益剰余金 3,914,742 3,674,327

  自己株式 △1,176 △1,176

  株主資本合計 5,956,866 5,716,450

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 - 135,463

  退職給付に係る調整累計額 10,257 12,747

  その他の包括利益累計額合計 10,257 148,210

 純資産合計 5,967,123 5,864,661

負債純資産合計 8,460,726 8,199,470
 

EDINET提出書類

株式会社アビスト(E27043)

訂正四半期報告書

 9/19



(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 令和３年10月１日
　至 令和３年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 令和４年10月１日
　至 令和４年12月31日)

売上高 2,360,031 2,364,849

売上原価 1,738,637 1,737,627

売上総利益 621,394 627,221

販売費及び一般管理費 387,229 383,205

営業利益 234,164 244,015

営業外収益   

 受取手数料 157 156

 助成金収入 81 27

 その他 103 70

 営業外収益合計 342 253

営業外費用   

 支払利息 77 52

 営業外費用合計 77 52

経常利益 234,429 244,216

税金等調整前四半期純利益 234,429 244,216

法人税、住民税及び事業税 4,088 3,645

法人税等調整額 81,220 75,065

法人税等合計 85,309 78,710

四半期純利益 149,119 165,506

親会社株主に帰属する四半期純利益 149,119 165,506
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 令和３年10月１日
　至 令和３年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 令和４年10月１日
　至 令和４年12月31日)

四半期純利益 149,119 165,506

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 - 135,463

 退職給付に係る調整額 5,378 2,490

 その他の包括利益合計 5,378 137,953

四半期包括利益 154,498 303,459

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 154,498 303,459

 非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大の影響について）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮

定について重要な変更はありません。

 
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半

期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第1四半期連結累計期間
(自 令和3年10月1日
至 令和3年12月31日)

当第1四半期連結累計期間
(自 令和4年10月1日
至 令和4年12月31日)

減価償却費 44,609千円 35,032千円
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(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自 令和3年10月1日 至 令和3年12月31日)

1．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

令和３年12月17日
定時株主総会

普通株式 405,924 102 令和３年9月30日 令和３年12月20日 利益剰余金
 

 

2．基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

 

3．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

当第1四半期連結累計期間(自 令和4年10月1日 至 令和4年12月31日)

1．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

令和４年12月23日
定時株主総会

普通株式 405,921 102 令和４年9月30日 令和４年12月26日 利益剰余金
 

 

2．基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

 

3．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 令和3年10月1日 至 令和3年12月31日)

1．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

 

報告セグメント

合計
調整額
(注)

四半期連結
損益計算書
計上額

設計開発
アウトソーシ
ング事業

3Dプリント
事業

美容・健康商
品製造販売

事業

不動産賃貸
事業

売上高        

外部顧客への売上高 2,270,811 28,673 45,983 14,563 2,360,031 ― 2,360,031

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 44 ― 44 △44 ―

計 2,270,811 28,673 46,028 14,563 2,360,076 △44 2,360,031

セグメント利益又は
損失（△）

448,658 △3,023 △38,877 5,941 412,699 △178,534 234,164
 

(注) 調整額は以下のとおりであります。

セグメント利益又は損失（△）の調整額△178,534千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

 

 
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 令和4年10月1日 至 令和4年12月31日)

1．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

 

報告セグメント

合計
調整額
(注)

四半期連結
損益計算書
計上額

設計開発
アウトソーシ
ング事業

3Dプリント
事業

美容・健康商
品製造販売

事業

不動産賃貸
事業

売上高        

外部顧客への売上高 2,311,757 21,639 16,216 15,235 2,364,849 ― 2,364,849

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 11 ― 11 △11 ―

計 2,311,757 21,639 16,227 15,235 2,364,860 △11 2,364,849

セグメント利益又は
損失（△）

444,710 △6,130 △6,015 5,433 437,997 △193,981 244,015
 

(注) 調整額は以下のとおりであります。

セグメント利益又は損失（△）の調整額△193,981千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第１四半期連結累計期間（自　令和3年10月1日 至　令和3年12月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

報告セグメント

合計設計開発
アウトソーシ
ング事業

3Dプリント
事業

美容・健康商
品製造販売

事業

不動産賃貸
事業

請負契約 1,386,390 ― ― ― 1,386,390

派遣契約 871,225 ― ― ― 871,225

その他 13,195 28,673 45,983 ― 87,851

顧客との契約から生じる収益 2,270,811 28,673 45,983 ― 2,345,467

その他の収益 ― ― ― 14,563 14,563

外部顧客への売上高 2,270,811 28,673 45,983 14,563 2,360,031
 

（注）その他の収益には、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成19年3月30日）に基づく

賃貸収入が含まれております。

 
当第１四半期連結累計期間（自　令和4年10月1日 至　令和4年12月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

報告セグメント

合計設計開発
アウトソーシ
ング事業

3Dプリント
事業

美容・健康商
品製造販売

事業

不動産賃貸
事業

請負契約 1,311,023 ― ― ― 1,311,023

派遣契約 985,775 ― ― ― 985,775

その他 14,958 21,639 16,216 ― 52,814

顧客との契約から生じる収益 2,311,757 21,639 16,216 ― 2,349,613

その他の収益 ― ― ― 15,235 15,235

外部顧客への売上高 2,311,757 21,639 16,216 15,235 2,364,849
 

（注）その他の収益には、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成19年3月30日）に基づく

賃貸収入が含まれております。

 
(１株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります。

 

項目
前第1四半期連結累計期間
(自 令和3年10月1日
至 令和3年12月31日)

当第1四半期連結累計期間
(自 令和4年10月1日
至 令和4年12月31日)

1株当たり四半期純利益金額 37円47銭 41円59銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 149,119 165,506

   普通株主に帰属しない金額(千円) － －

   普通株式に係る親会社株主に帰属する
   四半期純利益金額(千円)

149,119 165,506

    普通株式の期中平均株式数(株) 3,979,656 3,979,623
 

（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(重要な後発事象)

(連結子会社の吸収合併について）

当社は、令和4年12月23日開催の株主総会において、当社の完全子会社である株式会社アビストＨ＆Ｆを吸収合併

することを決議し、令和5年2月1日付で吸収合併いたしました。なお、本合併に伴い、株式会社アビストＨ＆Ｆの繰

越欠損金継承による法人税等の減少を見込んでおります。

 
(1) 吸収合併の目的

当社は、管理機能強化及び営業支援による収益性の改善、保有資産の運用の最適化を目的として、当社が株式会

社アビストＨ＆Ｆを吸収合併することといたしました。

 
(2) 吸収合併の概要

①　吸収合併の方式

当社を存続会社、株式会社アビストＨ＆Ｆを消滅会社とする吸収合併方式であります。

 
②　企業結合日

令和5年2月1日

 
③　吸収合併に係る割当の内容

消滅会社である株式会社アビストＨ＆Ｆは当社の完全子会社であるため、本吸収合併による新株式の発行及び金

銭等の割当はありません。

 
④　本合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

株式会社アビストＨ＆Ｆは、新株予約権及び新株予約権付社債は発行しておりません。

 
(3) 吸収合併後の当社の状況

本吸収合併後の当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、資本金、事業内容、決算期に変更はありません。

 
(4) 実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成31年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成31年１月16日）に基づき共通支配下の取引

として処理いたします。

 
(5) その他

当社は、本吸収合併に伴い、令和5年9月期第2四半期より連結決算から非連結決算への移行を予定しております。

 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社アビスト(E27043)

訂正四半期報告書

17/19



独立監査人の四半期レビュー報告書
令和６年12月30日

株式会社アビスト

取締役会　御中

アーク有限責任監査法人
　東京オフィス

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 二 階 堂 博 文

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 松　島　康　治

 

 
監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アビス

トの令和４年10月１日から令和５年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（令和４年10月１日から令

和４年12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（令和４年10月１日から令和４年12月31日まで）に係る訂正後の四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記に

ついて四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アビスト及び連結子会社の令和４年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての

重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
その他の事項

　四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。な

お、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して令和５年２月10日に四半期レビュー報告書を提出している

が、当該訂正に伴い、訂正後の四半期連結財務諸表に対して本四半期レビュー報告書を提出する。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 
以　上

 
 

(注) 1．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

2．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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